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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ △ 　 　 訂正・変更 有

2 社外取締役 ○ 　 　 ○ 訂正・変更 有

3 社外取締役 ○ 　 　 ○ 訂正・変更 有

4 社外取締役 ○ 　 　 ○ 訂正・変更 有

5 社外取締役 ○ 　 ○ 訂正・変更 有

6 社外監査役 ○ 　 △ 訂正・変更 有

7 社外監査役 ○ 　 ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

提出日 2026/6/3 異動（予定）日 2026/6/26

独 立 役 員 届 出 書

会社名 オルガノ株式会社 コード 6368

独立役員届出書の
提出理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

異動内容
本人の
同意

安部　大作

花野　信子

児玉　直美

苣木　雅哉

児玉　弘仁

樋口　達

岩本　充史

番号 該当状況についての説明（※４）

同氏は、過去当社の主要取引先である株式会社みずほ銀行の業務執行者
でありました（2019年4月退任）。2026年3月末時点での当社の借入金
総額に対する同社からの借入金の比率は41％程度ですが、取引について
は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しておりま
す。

同氏は、金融機関でIT・システム企画、経営企画等に長年携わられ、金融業務全般に深
い知見を有しておられます。また、株式会社みずほフィナンシャルグループの取締役
副社長、執行役副社長をはじめとして、多くの金融機関の役員・執行役員を歴任し豊
富な企業経営経験を有しておられるとともに、他の上場企業の社外取締役として多面
的な企業経営の知見を深めておられます。当社社外取締役就任後は、その豊富で多様
な知見を活かし当社経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。ま
た、特別委員会の委員長として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項
の審議を牽引するとともに、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選定や
取締役等の報酬等に関する事項の審議に貢献されています。選任後は、引き続き上記
の役割を果たすことに加えて、指名・報酬委員会の委員長としての役割および特別委
員会の委員としての役割を期待しております。
取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの
持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられる
ため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

該当する事項はありません。 同氏は、国内最大手のコンサルティング会社で経営調査を担当された後、弁護士とし
て幅広く活躍されており、また、他の上場企業の社外監査役として多面的な企業経営
の知見を深めておられます。当社社外監査役就任後は、当社監査の実効性の向上に貢
献されてきました。当社社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経
営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、指名・報酬委員会の
委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別
委員会の委員として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢
献されています。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことに加えて、特別委員会
の委員長としての役割を期待しております。
取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの
持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられる
ため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

選任の理由（※５）

該当する事項はありません。 同氏は、経済産業省で多岐に渡る分野をご経験され、大学機関においては経済学の研
究を中心に進め、最近では、人的資本経営の研究にも携わり知見を深めておられま
す。当社社外取締役就任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経営に対して有益
なご意見やご指導をいただいております。また、指名・報酬委員会の委員として取締
役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別委員会の委員と
して当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢献されていま
す。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しております。
取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの
持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられる
ため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

該当する事項はありません。 同氏は、放送業界で株式やIR、広報、人事労政等に携わられ、株式会社TBSホールディ
ングスの取締役、株式会社TBSテレビの取締役、常務取締役を歴任され、豊富な企業経
営経験を有しておられるとともに、サステナビリティやガバナンス及びIR・SR活動に精
通しておられます。当社社外取締役選任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経
営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、指名・報酬委員会の
委員として取締役候補者等の選定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別
委員会の委員として当社親会社グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢
献されています。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しております。
取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの
持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられる
ため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

該当する事項はありません。 同氏は、大手食品メーカーの取締役として長年企業経営を担ってこられ、また、他の
上場企業の社外取締役（監査等委員）として多面的な企業経営の知見を深めておられ
ます。当社社外監査役就任後は、当社監査の実効性の向上に貢献されてきました。当
社社外取締役選任後は、その豊富で多様な知見を活かし当社経営に対して有益なご意
見やご指導をいただくとともに、指名・報酬委員会の委員として取締役候補者等の選
定や取締役等の報酬等に関する事項の審議並びに特別委員会の委員として当社親会社
グループと当社の重要な取引に関する事項の審議に貢献いただくことを期待しており
ます。
取締役として求められる高い倫理観、的確な判断力と理解力に加え、当社グループの
持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有しておられる
ため、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

当社は過去同氏に法律相談等を行った実績がありますが、2019年3月期
の同氏への報酬支払額は10万円未満で僅少であり、2020年3月期から
2026年3月期まで同氏への法律相談等に係る支払はありません。

同氏は、弁護士及び公認会計士として、法務、財務及び会計に関する高度な知識や経
験を有しておられます。また、他の上場企業の社外取締役（監査等委員）として多面
的な企業経営の知見を深めておられます。その豊富で多様な知見を活かし、実効性の
高い監査への貢献を期待しております。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する
適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役と
しての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

該当する事項はありません。 同氏は、弁護士として、法務、労務に関する高度な知識や経験を有しておられます。
また、官公庁機関では中立的立場から労使双方を調整するほか、国家公務員の人事関
連の調査に携わられるなど、労働法、人事制度に精通しておられます。当社社外監査
役選任後は、その豊富で多様な知見を活かし、実効性の高い監査への貢献を期待して
おります。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する
適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役と
しての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
また、証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関す
る基準を充足しており、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した
ため、独立役員に指定しております。

【社外役員の独立性に関する基準】
　当社の社外役員が次のいずれかに該当する場合、独立性の要件を満たしていないと判断する。
①　現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者に該当する者
②　現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与に該当する者（社外監査役の場合に限る）
③　現在又は過去10年間において当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役に該当する者
④　現在又は過去10年間において当社の親会社の監査役に該当する者（社外監査役の場合に限る）
⑤　現在又は過去10年間において当社の兄弟会社の業務執行者に該当する者
⑥　現在又は最近1年間において当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者に該当する者
⑦　現在又は最近1年間において当社の主要な取引先又はその業務執行者に該当する者
⑧　現在又は最近1年間において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家に該当する者
⑨　現在、当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）に該当する者
⑩　現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者に該当する者
⑪　現在、当社が多額の寄付を行っている先の業務執行者である者
⑫　配偶者又は二親等以内の親族が上記①から⑧までのいずれか（重要な者に限る）に該当する者
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